
　2020 年の東京オリンピック・パラリンピッ
クの開催に向けて、関連スポーツ施設の建設が
最盛期を迎えていますが、2020 年は単にスポー
ツの祭典というだけでなく世界に向けて日本の
文化や芸能、音楽など日本のコンテンツの魅力
を世界にアッピールするチャンスという事で官
民挙げて準備に追われているところでもありま
す。
　オリンピックに合わせて通信プラットフォー
ムも最先端の５G 規格の普及が急がれておりま
す。4G の 100 倍の高速ネット社会が今まで以
上に電子出版や音楽配信、動画配信の本格的な
コンテンツ事業を大胆に進行させる事になりま
す。結果として、楽譜業界もネット配信、ネッ
ト販売、POD 出版と多様な成長に向けて事業拡
大に向かう環境が整います。
　楽譜出版事業は、音楽の創造と普及に大きな
役割を果たしており、社会に欠かせない音楽文
化と音楽産業を支える大きな存在であります。
しかし、近代技術革新によってもたらされた恩
恵が楽譜出版社に利益と成長を提供しただけで
なく、複写機などのデジタル機器の普及とネッ
トによる違法コピーが、楽譜出版社の利益を阻
害していることもかなり深刻な実態となって居
ます。
　また、インターネットが社会インフラとなり
誰もがネットに繋がる時代になってリアルな出
版ビジネスとは別次元の個人と個人のデジタル
コンテンツ（データー）のやりとりが、極めて
簡単に時空を超えてコンテンツが流通し、正規

の権利処理されない楽譜が、圧倒的な規模で国
境を超えてグローバルに流通している現実を直
視することも必要です。
　つまり、我々は全ての楽譜ユーザーから期待
される最新テクノロジーがもたらす手段と方法
によって、楽譜を必要とするユーザーの手元に
国境を越えて権利処理された正規な楽譜を、供
給する多様なビジネスモデルを提供することが
求められています。楽譜事業者は、デジタル技
術革新の負の部分を克服して、正規な事業をグ
ローバルに展開しなければならない宿命があり
ます。プロフェショナルからアマチュアまで必
要とされる楽譜を必要なタイミングで出版流通
するテクノロジーは我々の手元にあります。複
製 ( 印刷 ) 出版とともにデジタルによる出版事
業の可能性はグローバルに開かれております。
　リアル出版からネット配信まで楽譜の流通に
は、極めて多様なモデルが成立しており、グロー
バル時代の新しい楽譜供給モデルの確立に向け
て業界全体で取り組む必要があります。楽譜事
業は、プロからアマチュアまで広く市場が拡大
するとともに、ネット通販、リアル店舗、電子
楽譜配信、POD 出版など、その市場ごとの特性
に合わせた流通方法や流通モデルを経営に取り
入れるとともに流通の特性に合わせた権利処理
規定の導入など多くの課題を解決することが業
界全体の利益なのではないでしょうか。
　楽譜出版協会は、会員社とともに事業環境の
健全な環境の確保に努め業界全体の発展に貢献
できるような活動が求められております。

■ 新年度を迎えて！   楽譜出版とグローバル市場 一般社団法人　日本楽譜出版協会
会長　佐々木隆一
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　文化審議会著作権分科会の報告書が、本年 4
月 26 日に取りまとめられましたので、主な事項
について紹介いたします。現在、政府においては、
この提言の内容を踏まえた著作権法の改正案を
速やかに国会に提出できるよう準備を行っていま
す。

（１）新たな時代のニーズに的確に対応した権利
制限規定の在り方等
　技術革新により、ＡＩやビッグデータの活用な
ど著作物等を利用したサービスを創出し発展させ
るためのニーズが新たに生じていることを踏まえ、
新たな著作物利用形態に柔軟に対応できる権利制
限規定の在り方について検討を行った。検討の結
果、我が国において最も望ましい「柔軟性のある
権利制限規定」の在り方として、明確性と柔軟性
の適切なバランスを備えた複数の規定の組み合わ
せによる「多層的」な対応を行うこととし、権利
者に及び得る不利益の度合いに応じて分類した下
記のような３つの「層」について、それぞれ柔軟
性を確保した規定を整備することが適当とした。

【第 1 層】著作物の本来的利用には該当せず、権
利者の利益を通常害さないと評価できる行為類型

【第 2 層】著作物の本来的利用には該当せず、権
利者に及び得る不利益が軽微な行為類型

【第 3 層】公益的政策実現のために著作物の利用
の促進が期待される行為類型

（２）教育の情報化の推進等
学校等における教育の公益性に鑑み、その教育活
動において必要かつ適切な著作物を円滑に利用す
ることができるよう、授業で使用するための教材
等をメールで送信することや、e ラーニング用の
講義映像に著作物を収録して送信すること等を権
利制限の対象とすることとした。権利者が得るべ
き正当な利益に配慮する観点から、教育機関にお
ける手続き的負担に配慮しつつ（支払窓口の一元

化等）、新しく権利制限を認める部分については、
補償金請求権を付与することが適当とした。また、
権利者団体において、補償金の受け皿となる団体
の組成に向けて取組を進めるよう要請された。さ
らに、法改正を契機として、法が教育機関におい
て適切に運用されるよう、各教育団体及び教育機
関に、著作権法に関する研修・普及啓発の取組の
徹底及び更なる充実が要請された。

（３）障害者の情報アクセス機会の充実
　「盲人・視覚障害者その他の印刷物の判読に障
害のある者が発行された著作物を利用する機会を
促進するためのマラケシュ条約（仮称）」を締結
するために必要な、肢体不自由等により読字が困
難な人のために書籍の音訳等を行うこと等を権利
制限の対象とすることが適当とした。

（４）著作物等のアーカイブの利活用促進
　我が国の文化資料を適切に収集・保存し、活
用するための著作権法上の課題について検討を行
い、下記事項等について提言した。
①絶版等入手困難な資料を、国会図書館の図書
館送信サービスを通じて日本各地の図書館等だけ
でなく外国の図書館等にも送信できるようにする
ことが適当とした。
②美術や写真の著作物を展示する者が、電子端
末等で観覧者に作品の解説等をするために、これ
らの著作物を複製・上映・自動公衆送信すること
ができるようにすることが適当とした。
③美術や写真の著作物を展示する者らが、これら
の著作物の情報を提供するために、当該著作物の
サムネイル画像をインターネット送信できるよう
にすることが適当とした。
④権利者不明著作物の裁定制度に関して、一定の
公的機関等について、事前の供託ではなく、権利
者が現れた場合に補償金を直接支払うことを認め
るようにすることが適当とした。

■文化審議会著作権分科会報告書について 文化庁長官官房著作権課長
水田　功

　文化審議会著作権分科会が中間まとめを受け
先の国会で著作権法の改正が予定されておりま
したがご存知のように共謀罪法案や教育を巡る
不祥事などさまざまな問題から改正案は上程さ
れなかったわけですが、次年度から始まる学習
指導要領の改定に向け秋の臨時国会での改正に
向けたさまざまな準備が進んでいると聞いてお
ります。
　焦点はやはりこれまで教育利用において紙で
の複製、同時送信についてのみ認められていた
権利制限が異時送信にまで広げられていく点に
なるでしょう。
　総会でご報告いたしました通り、当協会は「教
育利用に関する著作権等管理協議会」に参加い
たしました。
　補償金による権利制限が新たに認められた場
合に、著者等の権利者の団体、複製される出版
物等の製作者団体、複製を利用する教育機関や
各自治体の教育委員会等、文化庁等が具体的な
利用方法、許諾の範囲、補償金の徴収と分配の
スキームを一気呵成に詰めていく必要があり、
同協議会は協議の中心となっていくことが期待
されています。
　協議会では法改正に向け毎月幹事会、勉強会
を開催しており、現在、理事長を中心に参加し
意見交換、情報収集に努めております。また出
版社にとって非常に関心が高い３５条ガイド
ラインについては協議会に対応する形で出版社
団体のみで各著作権部会のワーキングチームを
作って検討準備を始めております。こちらには、
高木雅也著作権委員会副委員長に参加いただい
ております。
　教育市場は非常にすそ野が広く、そこで起こ
る変化は教育機関という場所だけには限定され
ず社会全体に影響を与えます。昨今、話題になっ
ている音楽教室の議論も日本がこれだけの高い
音楽文化を生み出すに至るまでには、全国各地
の音楽教室の存在が日本の音楽教育にいかに貢
献してきたかという側面を抜きにしては語れな
いと考えています。
　さて、法改正を通じて今後さらに教育の ICT
化が進んでいくことは望まれるところですが、

過去のハコモノ行政への懸念が頭をよぎりま
す。やはり「電子黒板を何台導入しました」「タ
ブレットを何台購入しました」「Wi-Fi 環境を整
えました」といった数字で目に見えやすいもの
が予算化されて終わり、では ICT 化に全く意味
はありません。
　まさに音楽教室がこれまで担ってきたように
生徒の個性、習熟度、希望に応じてひとりひと
りに向き合っていくことを新たなデジタル技術
やインフラを使って多様な教育を可能にしてい
くことが教育 ICT であり、機材の多寡ではなく
中身となるコンテンツの充実こそが真剣に協議
されるべきだと考えております。コンテンツの
充実には予算と手間と専門知識が必要なのは言
うまでもありません。
　文化審議会とは別に規制改革推進会議が挙げ
た ICT 教育の著作権使用の問題では、長崎県の
離島の高校で音楽の授業にあたって指導者がギ
ター演奏を同時双方向型で実施した実例が挙げ
られました。
　推進会議の議論では教室での普通授業なら権
利制限で著作権使用は無料・無許諾であるのに
配信形式としたとたん、許諾や補償金を払わな
ければならない矛盾が問題とされました。
　離島が多く教員も少ない専門教科ならではと
いう側面もありますが、今やこのような事態は
離島だけの問題ではなく ICT 教育が目指す、多
様な教育プログラムを双方向で場所や時間、人
数を問わず可能にする技術にそもそも根差す本
質的な課題です。
　教育の ICT 化を巡るこの問題は当協会会員
社の事業活動にも密接に関わってくると思われ
ます。よくも悪くも音楽や楽器の持つ特性から
ICT 化の最も先鋭的な活用例や課題として挙げ
られて、大きな変化をもたらす可能性は高いと
考えています。
　補償金制度によって多様な教育ニーズに応じ
てさまざまな著作物が教育現場で使われ多様な
教育が行れる。と同時に音楽著作物の特性を知
り尽くした協会会員社の音楽・楽器教育に関係
するコンテンツが教育市場で正しく活用される
よう訴えていきたいと考えております。

■権利制限と教育のICT化が抱える課題 一般社団法人　日本楽譜出版協会
理事長　堀家康雄



　本年度の著作権委員会は、例年と同様に、夏の「著作権
講座」、秋の「著作権研修会」を２本の柱にして活動を行っ
ていく予定です。
　夏の「著作権講座」は今年で第 25 回となりますが、『演
奏権～音楽利用の多様化とその未来～』というテーマで、
７月 14 日（金）に日本出版クラブ会館で開催しました。
骨董通り法律事務所の２名の弁護士、福井健策先生と現役
のピアニストでもある橋本阿友子先生にご登壇いただき、

JASRAC と音楽教室を運営している企業・団体等と係争中
の「演奏権」を中心に、その基礎となる関係法令とこれま
での判例、今回の主な争点、今後の音楽利用と法制度の在
り方などを解説していただきました。
　秋の「著作権研修会」のテーマは未定ですが、11 月 10
日（金）に開催することが決定しております。2020 年の
東京オリンピック・パラリンピックに向けて日本の社会も
様々な分野でグローバル化が急速に進展しています。知的
財産権や著作権に関しても同様で、それらの変化に正対し、
かつ、協会各社の発展につながる活動となるよう、著作権
委員会全員で取り組んでいきたいと考えております。

　著作権委員会
著作権委員長　菅原敏彦（東京書籍）

　広報委員会
広報委員長　堀家康雄（リットーミュージック）

　広報委員会では、協会の意見発信や理事会や各委員会の
活動告知を中心に行っています。昨年の HP リニューアル
で新しいニュースが目立つように、また、資料ダウンロー
ドやアンケート機能も付加され便利に告知もしやすくなり
ました。また、会員専用ページからは、更に詳しい活動
スケジュールも見ることができますのでぜひご活用くださ
い。
　さて、５月から開始となった「楽譜・音楽書祭り」では

特設ページを作っており、今年から始まった「ディスプレ
イコンテスト」については各問屋さん、また直接店舗様か
ら HP 経由でお寄せいただいた力の入った写真を順次公開
して応援に務めております。
　また、７月の著作権講座の告知・申込も実施しておりま
す。
　なお、総会でご説明した通り年２回の発行としておりま
した会報を年１回といたしますが、協会活動の広報につい
ては今まで以上に HP を活用して充実した内容にしてまい
ります。

　今年度、販売対策委員会の主な活動は「楽譜・音楽書祭
り」になります。
　第 5 回目となる「楽譜・音楽書祭り 2017 ～ 6 月 6 日は
楽器の日」は例年通り 5 月 15 日からスタートし８月 31 日
の応募締切をもって終了いたします。昨年度、企画の立ち
上がりが遅く、結果十分な準備期間を確保できなかった反
省を踏まえ、今年度は昨年 12 月に実行委員会を立ち上げ
実施要項を確定しました。1 月には参加者説明会を開き、

既刊本の受注や帯まき出荷作業も余裕をもって進行できた
と考えております。ただ十分な時間がありながらも、いく
つか校正ミス等があったことは反省点です。5 回目をむか
え対象商品の中心が新刊から既刊に移行したことにより、

（予測ですが）実売数も増え、結果として応募総数も増え
るという良い流れになってきているようです。
　来年度は「祭り」に加えて「楽器フェア」も開催される
予定ですので、委員会参加の各社におかれましては負担が
増えることとなりますが、2 つのイベントを各社の売上向
上につなげるべく頑張りたいと考えております。

　販売対策委員会
販売対策委員長　木村一幸（シンコーミュージック・エンタテイメント）

　制作委員会では楽譜出版社の、主に編集者・制作担当者
の立場から様々な協会活動に取り組んでいます。継続的な
活動として、不正コピー防止のための啓蒙活動や、技術革

新に伴う情報収集やその伝達を目的とした講習会を時宜を
得て開催しています。
　本年度は講習会などの計画はありませんが、音楽界の動
向や編集スキル・制作スキルの向上に資する情報の収集・
分析を進め、今後の活動に繋げていく所存です。

　制作委員会
制作委員長 　川元啓司（カワイ出版）

　低迷する楽譜・音楽書の市
場を何とか活性化できないかを
テーマに 2013 年より始まった

「楽譜・音楽書祭り」は会社間
の壁を越えた画期的な合同フェ
アとして、今年度で 5 回目をむ
かえることができました。一か
ら手探りで始めたキャンペーン
でしたが、その年の反省点を次
年度で改良していくといった過
程で、現在ではかなり完成形に
近いものになったと自負してお
ります。
　しかしながら、まだ改善しな
ければいけない点がありました。
それは店頭における、正に「祭
り」感です。鍵盤や LM、管楽
器など様々なジャンルの商品が

対象となっているため、これま
では納品されるとそれぞれの商
品棚にさされてしまう状況でし
た。せっかくの共通帯を巻いて
いるのにその存在感が薄い。な
んとか楽器店さま、書店さまに
対象商品をまとめて展示いただ
き、＜お祭り＞を演出していた
だけないか、と今回より新設し
たのが「ディスプレイ大賞」で
した。
　ディスプレイ大賞は楽器店さ
ま、書店さまの店頭で「祭り」
対象商品を展示いただき、その
写真を実行委員会に応募してい
ただくと、下記の賞品を差し上
げるという施策です。

■ディスプレイ大賞　ダイソン・
コードレス掃除機　1 店舗様
■優秀賞　　　高級お菓子詰め
合わせ　8 店舗様
■かならずもらえる参加賞　
QUO カード 1000 円分
結果、多くお店さまが個性的な
ディスプレイ写真でご応募いた
だき、それを参加出版社の SNS
で拡散するという良い流れがで
きたと考えております。応募さ
れた写真は協会の HP に掲出し
ておりますので、是非ご覧くだ
さい。

（http://www.j-gakufu.com/
matsuri2017/contest-shop.
html）

「楽譜・音楽書祭り 2017」
～ディスプレイ大賞新設につきまして～

「楽譜・音楽書祭り 2017」
実行委員会委員長　木村一幸

委員会活動報告

　先の総会で決議いただいたネットワーク委員
募集のお知らせをいたしましたところ、８社９
名のご参加をいただきました。さっそく第一回
の委員会を７月１３日にご参加いただいた全社
にお集まりいただき開催いたしました。
　設立提案書にありましたとおり、インター
ネットに関係する様々な問題や新しい楽譜端末
への対応や会員社の情報共有や外部諸団体との
連携・対応を行うことが目的ではありますが、
ここまでの各社の取り組みのスタンスが異なる
こと、また、紙出版に比べて経験値もバラバラ
なところからのスタートとなりますので、まず
は、各社の悩みや問題点を様々洗い出して、今
後の活動に向けた意見交換を行いました。
　直近では、ネット上の違法配信や広告モデル

での楽譜無料配信について関係各団体との協議
の再開を９月から予定しております。協議内容
を委員会で協議して各社の実態に即した提案に
練り上げていく考えです。
　なお、理事会で検討した結果、初年度につい
て委員長は理事長兼任、副委員長に久保貴靖氏

（フェアリー）、韓貴峰氏（音楽之友社）をお願
いすることとなりました。
　今後、委員会ではさまざまな形での勉強会や
意見交換会の開催を通じて会員各社の課題に応
えていきたいと考えております。
　御意見、ご要望はネットワーク委員会メーリ
ングリスト network@j-gakufu.com までお気軽
にお寄せください。

■ネットワーク委員会の今後の活動について ネットワーク委員長
堀家康雄（リットーミュージック）   



関連団体活動報告

　6 月 13 日 に「 文 化 芸 術 推 進
フォーラム創立 15 年」、「文化芸
術振興議員連盟創立 40 年」を記
念して東京プリンスホテルに於い
てパーティーが行われました。文
化省の創設を視野に入れ、「文化
芸術振興基本法」を改正して、文
化芸術施策のさらなる充実を目指
した次の一歩を踏み出すとの決意
が表明されました。
　この「文化芸術振興基本法」の

　6 月 16 日に開催された 2017
年度通常総会、及び幹事会にて、
引き続き本会の目的を達成するた
め、関係団体と連携しつつ、以下
の事業を中心に実施していくこと
で可決されましたのでご報告いた
します。
ウェブサイトを利用した啓発
　見やすいデザインへの変更ほ
か、既存コーナーの更新、新コー

　すでに、報告した通り JCOPY
は、JRRC（日本複写権センター）
から 3 月末日をもって退会し、ま
た、7 月末日をもって理事・監事・
各委員の退任も決定しました。こ
れによって再委託による JCOPY
からの分配は、今期（2017 年度）
をもって終了となります。
　また、JRRC の著作物検索シス
テムに、4月から国会図書館のデー
タを基にした JCOPY 関連の団体
が係わる著作物のデータが、管理

一般社団法人　日本楽譜出版協会　本橋慎弥

CARS 幹事　韓 貴峰（音楽之友社）

一般社団法人　日本楽譜出版協会　本橋慎弥

改正案は 6 月 16 日に「文化芸術
基本法」として法案が成立し、6
月 23 日には公布・施行されまし
た。あらたな「文化芸術基本法」
に則り文化芸術の振興にとどまら
ず、観光、まちづくり、国際交流、
福祉・教育・産業等の関連分野に
おける施策を取込み文化芸術によ
り生み出される様々な価値を継承
し発展させていくことが今回の改
正の大きな目的とされています。

ナーの追加等を中心にウェブサイ
トのリニューアルを推進してい
く。さらにはスマートフォン対応
ページの拡充により、閲覧者の利
便性を高め、本会ウェブサイトへ
のアクセス数増加へとつなげてい
く。
パンフレット等を利用した啓発
　関係団体、教育機関、楽譜出版
社、楽譜流通・販売事業者、コン

著作物として登録されていること
が判明し、当協会は堀家理事長よ
り JRRC 理事長宛に質問状を提出
した結果、現在は、システムより
削除されています。
　IFRRO に 関 し て は、JCOPY
の加盟が正式に認められ 5 月 11
～ 12 日のソウル大会で金原委
員長が新加盟の挨拶をしました。
IFRRO は、今年度（11 月）東京
大会を予定しています。
　JCOPY の直接の活動ではあり

2020 年の東京オリンピック・パ
ラリンピックはこのような施策を
実現させていくきっかけとなりま
すが、更に、その先には文化省設
立をめざした活動を展開していく
ことにも繋がってきます。文化芸
術推進フォーラムは、議員連盟と
連携して施策の実現のための活動
を展開していくことになります。

サート・コンクール関係者等に対
して、パンフレット、チラシ各
15,000 部を配布し、楽譜コピー
に関する啓発・注意喚起、CARS
事業内容等の認知拡大及びウェブ
サイトへの誘導を図る。
団体機関紙等への広告掲載
　幅広い分野へ広告を掲載し、本
会の認知拡大を図る。　　

ませんが「教育利用に関する著作
権等管理協議会」の出版社側委員
会に日本書籍協会を通じて参加し
ました。（堀家理事長、高木雅也
著作権委員会副委員長が出席）ま
た協議会が呼びかけた勉強会には
堀家理事長が出席しています。委
員会も勉強会も継続して行われる
予定です。今後は著作権法 35 条

（ガイドライン）に関する動向、
法改正に注目していく必要があり
ます。

文化芸術推進フォーラム２０１７年度の動向について

CARS「2017 年度事業計画について」

JCOPY2017 年度の活動（関連団体も含めて）

　著作権委員会主催「著作権講座」が、7 月 14 日（金）
に日本出版クラブ会館で開催されました。第 25 回目の
今回は、『演奏権～音楽利用の多様化とその未来～』と
題し、昨今の「JASRAC× 教室事業者」論争の法律上
の要である「演奏権」の理解に努めました。講師は、
骨董通り法律事務所の福井健策、橋本阿友子の両弁護
士。協会外からも多数申込みがあり受講者は、115 名
に及ぶ盛況ぶりでした。
　橋本先生の第 1 部の講義「演奏権～基礎から判例 ･
最新ケースまで」では、「公衆」「聞かせる目的」「非営
利演奏」等の解釈、いわゆる「カラオケ法理」の判例、
引用や私的複製との関連等、演奏権の基本をピアニス
トでもある先生ご自身の体験 ･ 実感を踏まえつつ丁寧
に解説していただきました。
　福井先生による第 2 部は、「オープン × クローズの最
適バランスを求めて～利用の多様化と著作権の未来」。
デジタルシュリンクからライブシフトへの構造転換、
YouTube 等コンテンツ過剰市場での新たなオープン戦
略（アナ雪、ピコ太郎）、クリエイティブ ･ コモンズ等
のオープン型ライセンス、教育現場での演奏 ･ 公衆送
信 ･ 制限規定、京都大学総長挨拶でのボブ ･ デュラン
歌詞引用、更には AI 自動作曲と著作権のゆくえ等々、
興味深い最新事例が多数紹介されました。
　両先生の講義によって開かれた視界には、演奏権の
みならず著作権そのもののオープン／クローズ戦略に
ついて、権利者と利用者の利害バランスを柔軟に調整

する新たな社会 ･ 制度のビジョンが垣間見えるように思
います。近未来の公共圏での議論にも主体的に参加で
きるよう私たち自身の著作権への理解 ･ 感性を日頃か
ら鍛え上げておくべきとの思いを改めて強くしました。

■平成29年度「著作権講座」開催レポート 著作権副委員長
高木雅也（全音楽譜出版社）

一般社団法人　日本楽譜出版協会　組織

会長 佐々木隆一 ／ 一般社団法人著作権情報集中処理機構代表理事

名誉顧問 内田　豊 ／ 初代責任理事

理事長 堀家康雄 ／（株）リットーミュージック

副理事長兼会計理事 下條俊幸 ／（株）全音楽譜出版社

副理事長 木村一幸 ／（株）シンコーミュージック・エンタテイメント

理事 片岡博久 ／（有）ケイ・エム・ピー

理事 本橋慎弥 ／ 事務局

監事 鈴木廣史 ／（株）サーベル社

監事 久保貴靖 ／（株）フェアリー

事務局長 本橋慎弥

事務局員 島　茂雄

販売対策委員会 委員長　　木村一幸　／（株）シンコーミュージック・エンタテインメント

 副委員長　富澤勇次 ／（有）中央アート出版社

 副委員長　野田修市 ／（株）ドレミ楽譜出版社

著作権委員会 委員長　   菅原敏彦 ／ 東京書籍（株）

 副委員長　山田真孝 ／ 教育出版（株） 

 副委員長　高木雅也 ／（株）全音楽譜出版社

制作委員会 委員長　　川元啓司 ／ カワイ出版（（株）全音楽譜出版社カワイ出版部）

 副委員長　三須友裕 ／ 東京書籍（株）

 副委員長　亀田正俊 ／（株）音楽之友社

ネットワーク委員会 委員長　　堀家康雄 ／（株）リットーミュージック

 副委員長　韓　貴峰 ／（株）音楽之友社

 副委員長　久保貴靖 ／（株）フェアリー

広報委員会 委員長　　堀家康雄 ／（株）リットーミュージック

 副委員長　富澤勇次 ／（有）中央アート出版社

 副委員長　片岡新之助 ／（有）ケイ・エム・ピー

写真：横谷貴一

第１部で講演中の橋本阿友子弁護士

第２部で講演中の福井健策弁護士



当協会では随時入会を受け付けてお
ります。条件は 1. 会社の業態として
楽譜の出版及び販売を行っているこ
とが明らかであること、2. 本会の目
的に賛同し、入会金並びに会費を納
める者、の 2点です。詳しくは事務
局までお問い合わせください。
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会社名 代表者 住　　　所 ホームページ
 アルソ出版（株） 上原 匡人 161-0033 新宿区下落合 3-16-10 大同ビル 3F http://www.alsoj.net

( 株 ) エー･ティー･エヌ 小林小百合 161-0033 新宿区下落合 3-12-21 目白エミネンス102 号室 http://www.atn-inc.jp

( 株 ) 音楽之友社 堀内久美雄 162-8716 新宿区神楽坂 6-30 http://www.ongakunotomo.co.jp

( 株 ) 学研プラス（音楽事業チーム） 松村 広行 141-8412 品川区西五反田 2-11-8-18F http://gakken.jp/ongaku/

カワイ出版 (( 株 ) 全音楽譜出版社カワイ出版部） 亀田 正人 161-0034 新宿区上落合 2-13-3 全音楽譜出版社内 http://editionkawai.jp

( 株 ) 教育芸術社 市川かおり 171-0051 豊島区長崎 1-12-15 http://www.kyogei.co.jp/

 教育出版 ( 株 ) 山﨑富士雄 101-0051 千代田区神田神保町 2-10 http://www.kyoiku-shuppan.co.jp/

( 株 ) 共同音楽出版社 豊田 治男 171-0051 豊島区長崎 3-19-1 http://www.kyodomusic.jp/

( 有 )ケイ・エム・ピー 片岡 博久 171-0043 豊島区要町 3-41-10 新東京観光ビル 2F http://www.kmp.co.jp

( 株 ) 現代ギター社 倉田 一秀 171-0044 豊島区千早 1-16-14 http://www.gendaiguitar.com

( 株 )サーベル社 鈴木 廣史 130-0025 墨田区千歳 2-9-13 ルックハイツ両国 1F http://www.saber-inc.co.jp/

( 株 )ジャパン・ミュージックワークス 北村 聰夫 101-0031  千代田区東神田 1-10-4 新川ﾀﾞｲﾕｳﾋﾞﾙ902 http://www.at-elise.com/

( 株 )自由現代社 竹村 欣治 171-0033 豊島区高田 3-10-10ﾄﾞﾚﾐ･ｻｰﾃｨｰｽ･ﾒﾓﾘｱﾙ5Ｆ http://www.j-gendai.co.jp

( 株 ) 春秋社 澤畑 吉和 101-0021 千代田区外神田 2-18-6 http://www.shunjusha.co.jp

( 株 )シンコーミュージック･エンタテイメント 草野 夏矢 101-8475 千代田区神田小川町 2-1 http://www.shinko-music.co.jp

( 株 ) 鈴木音楽産業 鈴木 萬司 430-0852 浜松市中区領家 2-25-11 http://www.suzuki-music.co.jp

( 株 ) 全音楽譜出版社 笠井 恒明 161-0034 新宿区上落合 2-13-3 http://www.zen-on.co.jp

( 有 ) 中央アート出版社 富澤 勇次 135-0006 江東区常盤 1-18-8 伊東倉庫 ( 株 ) 内 http://www.chuoart.co.jp

( 株 ) 東音企画 福田 成康 170-0002 豊島区巣鴨 1-15-1 http://www.to-on.com

 東京書籍 ( 株 ) 千石 雅仁 114-8524 北区堀船 2-17-1 http://www.tokyo-shoseki.co.jp

( 株 )ドレミ楽譜出版社 山下　 浩 171-0033 豊島区高田 3-10-10ﾄﾞﾚﾐ･ｻｰﾃｨｰｽ･ﾒﾓﾘｱﾙ4Ｆ http://www.doremi.co.jp

( 株 )日研（くおん出版） 吉川 秀雄 577-0065 東大阪市高井田中 3-8-5 http://nikken-p.com/kuon/

 日本キリスト教団出版局 新藤   敦 169-0051 新宿区西早稲田 2-3-18-41 http://bp-uccj.jp/

( 株 )フェアリー 久保 貴靖 110-0004 台東区下谷 1-4-5 ルーナ・ファースト4F http://www.fairysite.com

( 一般財 )ヤマハ音楽振興会 大池 真人 153-8666 目黒区下目黒 3-24-22 http://www.yamaha-mf.or.jp

( 株 )ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス 須田 直治 150-0001 渋谷区神宮前 2-34-17 http://www.ymm.co.jp

( 株 )ライリスト社 岩間 昌一 466-0051 名古屋市昭和区御器所 1-6-24 http://www.lyrist.co.jp

( 株 )リットーミュージック 古森   優 101-0051 千代田区神田神保町 1-105 神保町三井ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ http://www.rittor-music.co.jp


